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は し が き 
 

 新潟市では、市内の事業所に雇用されている労働者の賃金等の労働条件の実態を明らか

にし、経営及び労使関係の合理化、安定化のための基礎資料とすることを目的とし、昭和

54 年度から昭和 63 年度まで３年ごとに４回、｢労働基本調査」として実施してきました。

しかし、近年の急激な経済社会情勢の変化に伴い、労働環境も著しく変動しているため、

平成２年度から毎年、｢労働実態調査」として実施し、新潟県も同様の調査を行っているこ

とから、平成 18 年度より「新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査」として新潟県と共同

で実施しています。 

 調査項目について、令和元年度から事業所票の項目のみに変更したことにより、従来の

個人票の項目にあたる市内の賃金等の状況について、厚生労働省が公表する「賃金構造基

本統計調査」から集計し、取りまとめを行っています。 

 なお、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」においては、調査月の実労働日数が 18 日

以上であることや所定内給与額が５万円以上であるなどの要件を満たす労働者を集計の対

象としていますが、新潟市の概況においては、それらの要件を満たさない労働者も含まれ

ているため、結果の活用にあたってはご留意ください。 

 本概況が広く活用され、働く人一人ひとりが豊かさを実感しながら、安心して働くこと

のできる社会をつくるための環境づくりの一助となれば幸いです。 

 
 
                       令和７年９月 
                      新潟市 経済部 雇用・新潟暮らし推進課   
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Ⅰ 調 査 の 概 要  

第１ 調査の内容  
 
ここでは厚生労働省発表資料の関係する部分を原文のまま転載しています。 
 

１ 調査の目的  

  

２ 調査の対象 
（1） 地域 

    日本全国(ただし、一部島しょを除く。) 

（2） 産業 

    日本標準産業分類に基づく 16 大産業［鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・

水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,

専門・技術サービス業、宿泊業, 飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業（その他の生活関連サービ

ス業のうち家事サービス業を除く。）、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービ ス事業及びサービス業(他

に分類されないもの)（外国公務を除く。）］ 

（3） 事業所 

    5 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所(5～9 人の事業所については企業規模が 5～9 人の事業

所に限る。)及び 10 人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を対象とし、都道府県、産業及び事業所規

模別に一定の方法で抽出した事業所を客体とする。 

 

  ▷ただし、本概況については、有効回答を得た市内事業所かつ 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業 

所（467 事業所）について集計した。 

 

３ 調査事項  

（1）事業所に係る事項 

事業所の名称及び所在地並びに法人番号、主要な生産品の名称又は事業の内容、事業所の雇用形態

別労働者数、企業全体の常用労働者数 

（2） 労働者に係る事項 

性、雇用形態、就業形態、最終学歴、新規学卒者への該当性、年齢、勤続年数、役職、職種、経験年数、

実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与額、超過労働給与額、

昨年一年間の賞与、期末手当等特別給与額、在留資格 

 

▷ただし、本概況については、事業所の属性及び、企業全体の常用労働者数、労働者の性、就業形態、最終

学歴、年齢、勤続年数、実労働日数、所定内実労働時間数、超過実労働時間数、きまって支給する現金給与

額、超過労働給与額により集計した。 
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４ 調査の時期  
  調査年 6 月分の賃金等(賞与、期末手当等特別給与額については調査前年 1 年間)について同年 7 月

に調査を行う。 

 

５ 調査の方法  
（１）調査組織 

ア 一括調査企業に属する調査事業所 

（ア）調査票の配布 

厚生労働省 － 民間事業者 － 報告者 

（イ）調査票の回収 

（オンライン調査以外） 

厚生労働省 － 民間事業者 － 報告者 

（オンライン調査） 

厚生労働省 －報告者 

イ 一括調査企業に属する調査事業所以外の調査事業所 

（ア）調査票の配布 

    厚生労働省－報告者 

（イ）調査票の回収 

（オンライン調査以外） 

    厚生労働省－都道府県労働局－（労働基準監督署）－（調査員・職員）－報告者 

（オンライン調査） 

    厚生労働省 －報告者 

 （２）調査方法 

  調査票の配布及び回収は、原則として上記方法により行うものとするが、都道府県労働局長が必要と認め

る場合は、都道府県労働局若しくは労働基準監督署の職員又は統計調査員が調査票を取集する。 
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第２ 主な用語の定義  
ここでは厚生労働省発表資料の関係する部分を原文のまま転載しています。 
 
「常用労働者」 

 
 

「賃金」 

 

 ▷ただし、本概況においては、「超過労働給与額」を「所定外賃金」という。 

 

「企業規模」  
▷本概況においては、次のとおりとする。 

中小企業 ･･･ 企業全体において常時使用する従業員が300人以下（「情報通信業」、「卸売業」、「宿泊業」、

「生活関連サービス業、娯楽業」、「医療、福祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業」では

100 人以下、「小売業」、「飲食サービス業」では 50 人以下）の企業をいう。  

大 企 業 ･･･ 中小企業以外の企業をいう。 
 

「就業形態」  

 

 

「勤続年数」  

  

表中の符号等  
    「－」  ･････････ 該当なし  

    「X」   ･････････ サンプル数が少ないため秘匿  

    「0」または「0.0」 ･････････ 単位未満  

 

その他  
（１） 平成３０年度以前の数値は、「新潟市賃金労働時間等実態調査」によるものである。 

（２） 金額の単位は集計処理の都合上、原則百円とする。 
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第３ 調査の結果概要  
 
１ 集計労働者の構成  
 (1) 一般労働者は 7,747人で、男女別構成は男性が 5,257人（67.9％）、女性が 2,490 人（32.1％）となっている。

また、規模別では中小企業が 4,616 人（59.6％）、大企業が 3,131 人（40.4％）となっている。（第 1 表、第 2

表）  

 (2) 平均年齢は 45.4 歳で、規模別では中小企業が 46.4 歳、大企業が 44.0 歳で中小企業の方が高い。一方、

勤続年数は中小企業が 13.1 年、大企業が 14.5 年となっている。（第 3 表、第 3 図、第 4 図）  

  

２ 賃金  
(1) 所定内賃金は 2,821 百円となり、前年に比べ 72 百円減少している。規模別では中小企業が 2,692 百円、大

企業が 3,010 百円であり、大企業を 100 とした場合の規模間格差は 89.4 となっている。（第 2 図、第 3 図、第

4 図、第 4 表）  

(2) 男女間格差（男性の所定内賃金を 100 とした場合の女性の所定内賃金）は、中小企業が 76.7、大企業が

74.2 となっている。産業別にみると最も格差が小さいのは、中小企業では「医療、福祉」の 109.4、大企業は

「生活関連サービス業、娯楽業」の 101.6 となっている。 

なお、最も格差が大きいのは、中小企業、大企業ともに「金融業、保険業」で中小企業では 63.7、大企業で

は 60.5 となっている。（第 5 表）  

(3) 所定外賃金は 204 百円となり、前年に比べ 3 百円減少している。規模別では中小企業が 154 百円、大企業

が 277 百円となっている。（第 9 表、第 2 図）  

 

３ 労働日数、労働時間  
(1) 実労働日数は 20.9 日、規模別では中小企業が 21.5 日、大企業が 20.2 日となっている。産業別にみると、

「電気・ガス・熱供給・水道業」が 22.2 日で最も多くなっている。（第 10 表）  

(2) 総実労働時間数は 169.7 時間（所定内 160.6 時間、所定外 9.1 時間）となり、前年に比べ 0.5 時間減少（所

定内 0.7 時間減少、所定外 0.2 時間増加）している。規模別では中小企業が 172.7 時間（所定内 165.5 時間、

所定外 7.2 時間）、大企業が 165.2 時間（所定内 153.3 時間、所定外 11.9 時間）となっている。（第 10 表）  

 

４ 短時間労働者の賃金等  
(1) 集計対象となった短時間労働者は 2,710 人で、男性 903 人（33.3％）、女性 1,807 人（66.7％）となっている。

（第 11 表）  

(2) 短時間労働者の総実労働時間数は 80.4 時間（所定内 79.3 時間、所定外 1.1 時間）となっている。（第 12

表）  

(3) 短時間労働者の１時間当たりの所定内賃金（月間所定内賃金(単位：百円)を月間所定内労働時間数で除し

たもの）は 1,177 円となっている。（第 14 表）  
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Ⅱ 調 査 結 果 の 分 析  

第１ 集計労働者の構成  
 
集計労働者数 
(1) 男女別・産業別構成  

集計対象となった一般労働者（以下「集計労働者」という）は 7,747 人で、男性が 5,257 人（67.9％）、女性が

2,490 人（32.1％）となっている。産業別構成比でみると、「製造業」（24.0％）、「サービス業」（12.7％）、「建設業」

（11.6％）、が上位を占めている。（第１表）  

 

 

第１表 集計労働者の男女別・産業別構成 
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(2) 規模別・産業別構成  

集計労働者の構成を規模別にみると、中小企業が 4,616 人（59.6％）、大企業が 3,131 人（40.4％）となってい

る。産業別にみると、大企業では「複合サービス業」（100％）、「医療、福祉」（79.8％）、「金融業、保険業」

（66.3％）の割合が高く、一方、中小企業では「鉱業、採石業、砂利採取業」（100％）、「電気・ガス・熱供給・水道

業」（100%）、「生活関連サービス業、娯楽業」（90.9%）の割合が高くなっている。（第２表）  

 

 

第２表 集計労働者の規模別・産業別構成 
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(3) 年齢別構成  
集計労働者の平均年齢は、全労働者平均で 45.4 歳（男性 46.1 歳、女性 44.1 歳）となっている。規模別では

中小企業が 46.4 歳（男性 47.3 歳、女性 44.5 歳）、大企業が 44.0 歳（男性 44.2 歳、女性 43.6 歳）となっており、

中小企業が大企業よりも高くなっている。（第 4 図）  

集計労働者の年齢別構成をみると、男性の場合は、中小企業、大企業ともに 50 歳代の割合が最も高く、中小

企業では 27.4％（875 人）、大企業では 28.7％（590 人）となっている。女性の場合は、中小企業は 40 歳代、大企

業ではと 50 歳代の割合が最も高く、中小企業では 25.8％（366 人）、大企業では 27.3％（293 人）となっている。

（第１図）  

 

 

第１図 集計労働者の年齢別構成 
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(4) 勤続年数  
集計労働者の平均勤続年数は 13.6 年（男性 14.6 年、女性 11.6 年）となっている。規模別にみると、大企業

が 14.5 年、中小企業が 13.1 年となっている。産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」が 18.7 年と最も長

く、一方、「医療、福祉」が 9.1 年と最も短くなっている。（第 3 表）  

 

 

第３表 集計労働者の平均勤続年数 
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第２ 賃金  
 
１ 賃金  
  平成 26 年度からの賃金の推移をみると、所定内賃金は、令和元年度までは増加傾向であったが、令和 2 年

度に減少し、令和 3 年度からは再度増加し、ほぼ横ばいから若干減少傾向となっている。また、所定外賃金もほ

ぼ同様であり、令和 2 年度は減少したが、令和３年度からは増加し、ほぼ横ばいとなっている。（第 2 図） 

 

 

第２図 所定内・所定外賃金の推移 

 

 

 

 

 

２ 所定内賃金の概況  
  集計労働者平均所定内賃金は、2,821 百円（平均年齢 45.4 歳、平均勤続年数 13.6 年）となっている。  

  男女別では、男性が 3,057 百円（平均年齢 46.1 歳、平均勤続年数 14.6 年）、女性が 2,322 百円（平均年齢

44.1 歳、平均勤続年数 11.6 年）となっている。  

  平均年齢は「運輸業、郵便業」の 49.4 歳が最も高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」の 37.9 歳が最も低くなっ

ている。 （第３図）  
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第３図 産業別所定内賃金・平均年齢・平均勤続年数 
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３ 規模別所定内賃金  
   所定内賃金を規模別にみると、中小企業が 2,692 百円、大企業が 3,010 百円で、大企業を 100 とした場合、

規模間格差は 89.4 となっている。（第 4 図）  

 

第４図 規模別所定内賃金・平均年齢・平均勤続年数 

 

 

４ 産業別所定内賃金  
所定内賃金を産業別でみると「金融業、保険業」（3,643 百円）が最も高く、以下「学術研究、専門・技術サービ

ス業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」が続き、最も低いのは「宿泊業、飲食サービス業」となって

いる。（第 4 表、第 5 図）  

第４表 産業別・規模別所定内賃金 
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第５図 産業別所定内賃金の産業間格差の状況 （産業計＝100） 
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５ 男女別所定内賃金  
男性の所定内賃金を 100 とした場合の女性の所定内賃金の割合は、規模計で 76.0（男性 3,057 百円、女性

2,322 百円）となっている。規模別にみると、中小企業が 76.7、大企業が 74.2 と大企業の方が男女格差は大きく

なっている。産業別にみると最も格差が小さいのは、中小企業は「医療、福祉」で 109.4、大企業は「生活関連サ

ービス業、娯楽業」で 101.6 である 

なお、最も格差が大きいのは、中小企業、大企業ともに「金融業、保険業」で中小企業では 63.7、大企業では

60.5 となっている。（第 5 表） 

 

 

第５表 男女別所定内賃金 
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６ 年齢別所定内賃金  
 所定内賃金について年齢段階別の推移をみると、20～24 歳を 100 とした場合、男性は中小企業、大企業と

もに「55～59 歳」をピークとし、女性は中小企業では「50～54 歳」を、大企業では「55～59 歳」をピークとし、その

後減少に転じている。（第６表） 

 

 

 

第６表 年齢段階別所定内賃金 
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７ 学歴別所定内賃金  
   学歴別の所定内賃金は下表のとおりとなっている。（第 7 表） 高校卒の所定内賃金を 100 とした場合の学歴

間格差をみると、男性の場合、大学卒、大学院卒との格差が生じている。女性の場合、専門学校卒、高専・短大

卒、大学卒、大学院卒との格差が生じている。（第６図）  

 

第７表 学歴別所定内賃金 
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第６図 学歴間格差の年齢別推移 
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８ 勤続年数別所定内賃金  

  所定内賃金について勤続年数別の推移をみると、男性の場合、中小企業では「35～39 年」、大企業では「30

～34 年」がピークになっている。女性の場合、中小企業では「25～29 年」、大企業では「35～39 年」がピークに

なっている。  

  また、規模別では、勤続年数「0 年」の者の所定内賃金を 100 とした場合、男性、女性ともに大企業の方が、勤

続年数別所定内賃金の格差が大きくなっている。（第８表）  

 

 

第８表 勤続年数別所定内賃金 
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9 所定外賃金  
 集計労働者の平均所定外賃金は、204 百円となっている。男女別では、男性が 249 百円、女性が 107 百円とな

っている。  

 規模別にみると、中小企業が 154 百円、大企業が 277 百円と大企業の方が高くなっている。また、産業別にみ

ると、「鉱業、採石業、砂利採取業」が 690 百円で最も高く、「運輸業、郵便業」が続き、「生活関連サービス業、娯

楽業」が最も低くなっている。（第９表）  

 

 

第９表 所定外賃金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 
 

第３ 労働日数、労働時間  
 
１ 実労働日数、実労働時間数  
(1) 実労働日数  

   実労働日数は、20.9 日（中小企業 21.5 日、大企業 20.2 日）となっている。産業別にみると、「電気・ガス・熱

供給・水道業」が 22.2 日で最も多く、「学術研究、専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」が

続いている。（第 10 表）  

 

 

(2) 実労働時間数  

 実労働時間数をみると、総実労働時間数は 169.7 時間（中小企業 172.7 時間、大企業 165.2 時間）であり、

その内訳は所定内 160.6 時間、所定外 9.1 時間となっている。 

産業別の総実労働時間数は「宿泊業、飲食サービス業」が 175.0 時間で最も長く、「金融業、保険業」が

148.1 時間で最も短くなっている。（第 10 表） 
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第１０表 月間実労働日数、実労働時間数 
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２ 労働時間の推移（月所定内・月所定外）  
   平成 26 年度からの労働時間の推移をみると、月所定内労働時間は、近年では令和元年度以降減少してい

たが、令和 3 年度は増加し、令和 4 年度以降はほぼ横ばいとなっている。月所定外労働時間は、総じて横ば

いにある。（第７図）  

 

 

 

第７図 労働時間の推移（月所定内・月所定外） 

 

※Ｈ30 年度以前の数値は、「新潟市賃金労働時間等実態調査」によるものですのでご留意ください。 
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第４ 短時間労働者の賃金等  
 
１ 集計労働者数等  
   集計対象となった短時間労働者数は 2,710 人で、うち男性は 903 人（33.3％）、女性は 1,807 人（66.7％）とな

っている。  

   また、短時間労働者の平均年齢は男性で 51.7 歳、女性が 50.0 歳であり、平均勤続年数は男性で 6.2 年、女

性が 7.4 年となっている。  

 総実労働時間数は男性が 76.9 時間で、うち所定外労働時間数は 1.4 時間となっている。また、女性は 82.1

時間で、うち所定外労働時間数は 1.0 時間となっている。（第 11 表）  

    

 

 

第 11 表 短時間労働者数及び月間実労働時間等（男女別） 
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産業別での月間総実労働時間数は「鉱業、採石業、砂利採取業」で 144.0 時間と最も長く、「電気・ガス・熱

供給・水道業」の 123.5 時間が続いている。また、所定外労働時間数では「複合サービス事業」の 10.9 時間が

最も長く、「学術研究、専門・技術サービス業」の 2.9 時間が続いている。（第 12 表）  

 

 

第１２表 短時間労働者の月間実労働時間数 
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２ 短時間労働者の賃金支給総額  
   短時間労働者の賃金支給総額は、男性が 951 百円で、うち所定内賃金は 918 百円、所定外賃金は 33 百円

となっている。女性は 956 百円で、うち所定内賃金は 941 百円、所定外賃金は 15 百円となっている。（第 13

表）  

  

 
 

第１３表 短時間労働者の月間賃金支給総額（男女別） 
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月間所定内賃金（単位：百円）を月間所定内労働時間数で除した１時間当たりの所定内賃金は 1,177 円となっ

ている。産業別に１時間当たりの所定内賃金をみると「鉱業、採石業、砂利採取業」が 1,714 円と最も高く、「教

育、学習支援業」が 1,565 円と続く。一方、「生活関連サービス業、娯楽業」の 1,059 円が最も低くなっている。

（第 14 表） 

 

 

第１４表 1 時間当たりの所定内賃金 

 
 



 

付 属 統 計 表  

男女及び年齢段階別勤務年数・月間実労働日数・月間実労働時間数・月間賃金額（就業形態別） 

一 般 労 働 者     調査産業 計   

 



 

短時間労働者     調査産業 計   
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